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1-(5) マイナンバーカードについて             

～申請時来庁方式の導入 及び PR 動画の制作～      

1 国のマイナンバーカードの普及促進 

本年 6月、国は、「安全・安心で、利便性の高いデジタル社会」を実現するため、 

その取り組みの一つとして、マイナンバ－カ－ドの普及促進を掲げた 
 

国は、 

・カ－ドの健康保険証としての利用や、 

・消費活性化策とあわせ、カ－ド保有者が、スマ－トフォン向けのキャッシュレ

ス決済サ－ビスで入金すると、購買ポイントを上乗せするといった方策などを

打ち出している 

 

こうしたことを踏まえ、 

今後、マイナンバ－カ－ドの交付を希望する市民の皆様に対し、 

・申請手続きを、より容易にするとともに、 

・カ－ドについて、わかりやすく周知していきたい 

 

2 マイナンバーカードの申請手続き 

本市では、これまで、カ－ドの申請は、 

・自らで、申請書に顔写真を貼り、国の機関に郵送するか、 

パソコンやスマ－トフォンで、オンライン申請した上で、 

後日、指定した事務所などにお越し頂き、カ－ドを交付する方式のみ導入 

（交付時来庁方式） 

 

しかし、市民の皆様の利便性を高めるため、この方式に加えて、 

・来月 10月 1日（火）から、 

市民課や事務所で申請して頂ければ、後日、自宅にカ－ドが郵送される方式を

導入し、あわせて申請時に、顔写真の撮影も無料で実施 

（申請時来庁方式） 
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3 マイナンバーカードの周知 

市民の皆様に、様々な媒体を通じて、カ－ドの利用方法やセキュリティ、 

申請手続きなどを、お知らせしていきたい 

 

その新たな取り組みとして、 

市民課の若手職員らが、自らの手で、ＰＲ動画を制作し、 

今後、市の公式 YouTube チャンネルに登録 

 

動画は、 

・カ－ドの利用方法やセキュリティを説明する「おしえて！マイナンバーカード」と 

・カ－ドの申請手続きを説明する「つくろう！マイナンバーカード」の 

２本立て 

 

動画の制作に際しては、本年４月に、 

三大都市圏に在住する、本市にゆかりのある方々に、市の施策に参画して頂くため 

創設した、「ふるさと岐阜市活躍人財バンク」の広告代理店の方に、 

内容のわかりやすさなどについて、アドバイスを頂いた 

 

これ以外にも、 

・市民課の若手職員が、新たに作成した、ポスタ－やチラシ、 

・広報紙や、市ホ－ムペ－ジ、地域情報誌を通じて、 

市民の皆様に、マイナンバ－カ－ドについて、お知らせしていく 

 

 

 

 

 

 

 

 


